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規

則
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営
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車
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規
則

(

都
市
計
画
課)

…

�

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

(

公
営
企
業
局)

…

�

○
青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

同

)

…

�

○
青
森
県
公
営
企
業
職
員
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

同

)

…

�

規

則

青
森
県
営
駐
車
場
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
五
号

青
森
県
営
駐
車
場
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
営
駐
車
場
条
例

(

昭
和
五
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

第

八
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青

森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
営
駐
車
場(

以
下｢

駐
車
場｣

と
い
う
。)

の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
二
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
駐
車
場
の
管
理
を
行
わ
せ

る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
駐
車
場
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ

と
そ
の
他
駐
車
場
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
。

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
供
用
時
間
等)

第
三
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
管
理
者
に
駐
車
場
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
駐
車
場
の
供
用
時
間
等
に
つ
い
て

は
、
青
森
県
営
駐
車
場
条
例
第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
営
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条

例
第
四
十
五
号)

附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
公
営
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
一
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
工
務
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
四
第
二
十
号
中

｢

青
森
県
情
報
公
開
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
五

号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
開
示
等
の
決
定

(

第
九
条
の
規
定
に
係
る
も
の
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を
除
く
。)

及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
全
部
を
開
示
し
な
い
旨
の
決
定｣

を
｢

課
長
及
び
出
先
機
関
の
長
の
専
決
事
項
に
係
る
処
分｣

に
改
め
、
第
二
十
二
号
中

｢

第
十
五
条

第
一
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
一
項｣

に
、｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣

に
改
め
、｢

開
示
す

る
旨
の
決
定｣

の
次
に

｢
(

第
二
十
二
条
の
規
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、｢

及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
し
な
い
旨
の
決
定
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の
訂
正
等
の
決
定
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
に
対
す
る
決
定｣

を
削
る
。

別
表
第
五
第
二
十
一
号
イ
中

｢

第
十
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
一
項｣

に
、｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣
に
改
め
、｢

開
示
す
る
旨
の
決
定｣

の
次
に

｢
(

第
二
十
二
条
の
規
定
に
係

る
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、｢

同
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中

｢

第
二
十
四
条
第
一
項｣

を

｢
第
二
十
九
条
第
一
項｣

に
、｢

個
人
情
報
の
訂
正
等
の
決
定｣

を

｢

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
訂

正
を
し
な
い
旨
の
決
定｣

に
改
め
、
同
号
ハ
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

ハ

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
九
号
イ
中

｢

第
十
五
条
第
一
項｣

を

｢
第
十
六
条
第
一
項｣

に
、｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣

に
改
め
、｢

開
示
す
る
旨
の
決
定｣

の
次
に
｢
(

第
二
十
二
条
の
規
定
に
係
る

も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、｢

同
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中

｢

第
二
十
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
九
条
第
一
項｣

に
、｢

個
人
情
報
の
訂
正
等
の
決
定｣

を

｢

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
訂

正
を
し
な
い
旨
の
決
定｣

に
改
め
、
同
号
ハ
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

ハ

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
し
な
い
旨
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
事
業
所
の
現
業
に
従
事
す
る
職
員

(

運
転
操
作
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
及
び
保
守

職
員
を
除
く
。)

の
項
を
削
り
、｢

及
び
事
業
所
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員(

女
子
職
員
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
事
業
所
の
運
転
操
作
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
及
び
保
守
職
員
の
項
中

｢

運
転
操
作
の
業

務
に
従
事
す
る
職
員
及
び
保
守
職
員｣

を

｢

技
術
関
係
職
員｣

に
、｢

ア
ノ
ラ
ッ
ク｣

を

｢

防
寒
衣｣

に
改
め
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
操
作
に
従
事
す
る
女
子
職
員
の
項
及
び
用
務
員
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
公
舎
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

｢

七
千
八
百
四
十
円｣

を

｢

九
千
八
百
三
十
円｣

に
、｢

八
千
四
百
十
円｣

を

｢

九
千
七

百
七
十
円｣

に
、｢

七
千
五
百
円｣

を

｢

六
千
百
三
十
円｣

に
、｢

八
千
三
百
円｣

を

｢

九
千
六
百
四

十
円｣

に
、｢

七
千
九
百
六
十
円｣

を

｢

九
千
二
百
四
十
円｣

に
、｢

八
千
百
八
十
円｣

を

｢

九
千
五

百
十
円｣

に
、｢

五
千
三
十
円｣

を｢

五
千
六
百
七
十
円｣

に
、｢

九
百
四
十
円｣

を｢

九
百
三
十
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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